
指名停止情報  

指 名 停 止 業 者 名 新明和工業株式会社 

所 在 地 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 

指 名 停 止 期 間 令和７年５月 21日 ～ 令和７年６月 20 日（１ヶ月） 

指 名 停 止 の 範 囲 東串良町が発注するすべての工事・業務 

指 名 停 止 の 理 由 

独占禁止法第３条の規定に違反する行為があったとして、

令和７年３月 24日付で公正取引委員会に課徴金納付命令を

受け、本町の契約相手方として不適当と認められるため。 

指 名 停 止 期 間 根 拠 
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